
山梨県地籍調査事業負担金交付要綱

（通則）
第一条 山梨県地籍調査事業負担金（以下「負担金」という ）については、山梨県補助。
金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という ）に規定するも。
のほか、この要綱に定めるところによる。
（目的）
第二条 この負担金は、地籍調査の実施を促進するため、これに要する経費に対して負担
金を交付するものとする。
（定義）
第三条 この要綱において「地籍調査」とは、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号。
以下「法」という ）第６条の４の規定により市町村等（法第２条第１項第３号に規定。
する者をいう ）が行う地籍調査、及び調査成果の数値情報化（以下「地籍調査」とい。
う ）をいう。。
（交付の対象）
第四条 第二条に規定する負担金の交付の対象は、次のとおりとする。

一 一筆地調査
二 地籍図根三角測量
三 地籍図根多角測量
四 地籍細部測量
五 空中写真の撮影及び図化
六 地積測定
七 地籍図及び地籍簿の作成

（負担率）
第五条 負担金の負担率は、次のとおりとする。

一 市町村が行う地籍調査 当該調査に要する経費の４分の３
二 土地改良区等が行う地籍調査 当該調査に要する経費の６分の５

（交付の申請）
第六条 規則第四条の規定により知事に提出しなければならない書類の様式は、次のとお
りとする。
一 地籍調査事業負担金交付申請書（第１号様式）
二 事業計画書（第１号様式の２）
三 収支予算書（第１号様式の３）

（交付の決定等）
第七条 知事は、第六条の規定による負担金の交付申請があり、規則第５条の規定により
内容を審査し、適当であると認められるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、市
町村等にその旨通知するものとする。
（交付の条件）
第八条 規則第６条の規定による補助金等の交付条件は、次に掲げるとおりとする。

一 地籍調査（以下「事業」という ）に要する経費の配分または事業の内容の変。
更で、別表１に掲げる事項に該当する場合においては、事業変更承認申請書（第
２号様式）を知事に提出して、その承認を受けること。
二 事業を中止し、または廃止する場合においては、事業中止（廃止）承認申請書
（第３号様式）を知事に提出して、その承認を受けること。
三 事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合または事業の遂行が困難とな
った場合においては、その理由及び事業の遂行状況を速やかに報告して、その指



示を受けること。
（負担金の交付）
第九条 負担金は、事業の完成後に交付する。ただし、知事が必要と認めたときは、その
全部または一部の金額を概算払いにより交付することができる。
２ 前項の規定により概算払いを受けようとする市町村等は、概算払い請求書（第４号様
式）を知事に提出しなければならない。
（実績報告書）
第十条 規則第１２条第１項の規定による実績報告書は、地籍調査事業実績報告書（第５
号様式）とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 出来高調書 （第５号様式の２）
二 収支精算書 （第５号様式の３）
三 その他知事が必要と認める書類

（取得財産の処分制限）
第十一条 市町村等は、事業により取得し、または効用の増加した機械及び器具であって
１件の取得価格又は増加価格が５０万円以上のもの（以下「取得財産等」という ）を。
取得した場合には、取得財産調書（第６号様式）を提出するものとし、減価償却資産の
耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間（以下「財産処
分制限期間」という ）を経過するまでは、知事の承認を受けないで取得財産等を負担。
金の交付の目的に反して使用し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
２ 市町村等は、前項の承認を受けようとする場合は財産処分承認申請書（第６号様式の
２）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した負担金のう
ち取得財産等を負担金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担
保に供したときから財産処分制限期間が経過するまで期間に相当する分を返還させるも
のとする。
４ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部
又は一部を県に納付させることがある。
（書類の保管）
第十二条 事業に係る経費に関する帳簿及び証拠書類は、当該事業終了の翌年度から起算
して１０年間整備保管しておかなければならない。

附 則
１ この要綱は、昭和６２年３月３０日制定し、昭和６２年度に係る補助金から適用す
る。
２ 経過措置、この要綱制定の際、現に山梨県国土調査事業補助金等交付規程の規定に
基づいて提出されている申請書、その他の書類は、この要綱の相当規定に基づいて提
出されたものとみなす。

附 則
１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則
１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則
１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則
、 、 。１ この要綱は 平成１８年６月１３日から施行し 平成１８年４月１日から適用する



別 表
１ 事業主体及び調査地区の変更
２ 地籍調査の精度及び縮尺の変更
３ 地区ごとの調査面積及び負担金額に変更を生ずる変更
４ 直接経費と附帯経費の相互間における経費の３０％を超える増減



第１号様式（第六条関係）

第 号
年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所
事業主体名
代 表 者 名 印

年度地籍調査事業負担金交付申請書

、 、年度において 次のとおり国土調査法に基づく地籍調査事業を実施したいので
山梨県地籍調査事業負担金交付要綱第六条の規定により、負担金 円の交付
を申請します。

１ 事業の目的

２ 事業の計画 別紙のとおり

３ 収入及び支出の予算 別紙のとおり

４ 事業の完了予定年月日





第１号様式の３（第六条関係）

収 支 予 算 書

１ 収入の部 （円）

比 較 増 減
科 目 本年度予算額 前年度予算額 備 考

増 減

合 計

２ 支出の部

比 較 増 減
科 目 本年度予算額 前年度予算額 備 考

増 減

直接経費

○○費

○○費

附帯経費

○○費

○○費

合 計

注 １ 科目は、直接経費と附帯経費の科目ごとに記載すること。
２ 予算議決（議決予定）年月日を余白に記載すること。



第２号様式（第八条関係）

第 号
年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所
事業主体名
代 表 者 名 印

年度地籍調査事業変更承認申請書

年 月 日付け 第 号で負担金交付決定の通知があった 年
度地籍調査事業について、次の理由により別紙のとおり事業内容（及び経費の配分）の変
更をしたいので、山梨県地籍調査事業負担金交付要綱第八条の規定により申請します。

変更の理由

注 １ 理由は、具体的にその内容を記載すること。
２ 別紙記載にあたっては、変更前を上段（ ）書きに、変更後を下段に
記載すること。



第３号様式（第八条関係）

第 号
年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所
事業主体名
代 表 者 名 印

年度地籍調査事業中止（廃止）承認申請書

年 月 日付け 第 号で負担金の交付決定の通知を受けて実施
している 年度地籍調査事業について、次の理由により事業を中止（廃止）したいの
で、山梨県地籍調査事業負担金交付要綱第八条の規定により申請します。

中止（廃止）の理由



第４号様式（第九条関係）

第 号
年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所
事業主体名
代 表 者 名 印

年度地籍調査事業負担金概算払請求書

年 月 日付け 第 号で交付決定の通知のあった 年度地
籍調査事業負担金について、次のとおり概算払の請求をいたします。

１ 概算払請求額 円

２ 内 訳

負担金交付 既 概 算 差 引 額 今 回 概 算
決 定 額 ① 交 付 額 ② ①－② ＝ ③ 請 求 額 ④ 備 考

３ 概算払請求の理由

４ 支払の方法
口座振替 指定金融機関 本・支店名

預金種別 （当座・普通）
口 座 名
口座番号



第５号様式（第十条関係）

第 号
年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

住 所
事業主体名
代 表 者 名 印

年度地籍調査事業実績報告書

年 月 日付け 第 号で交付決定の通知があった 年度
地籍調査事業を実施したので、その実績を山梨県地籍調査事業負担金交付要綱第十条の規
定により報告します。





第５号様式の３（第十条関係）

収 支 精 算 書
１ 収入の部 （円）

科 目 予 算 額 精 算 額 差引増減 △ 備 考（ ）

合 計

２ 支出の部

科 目 予 算 額 精 算 額 差引増減 △ 備 考（ ）

直接経費

○○費

○○費

附帯経費

○○費

○○費

合 計

３ 負担金精算

県 負 担 金 県 負 担 金 概算払受領額 差 引 県 負 担 金
交付決定額 精 算 額 未受領（返納）額

円 円 円 円

当初議決 年 月 日
補正議決 年 月 日



第６号様式（第十一条関係）

取得財産調書

処分制限期間
形 状 取 得 取 得

区 分 名 称 数 量 単 価 耐用年数 処分制限 摘 要
寸 法 価 格 年月日 年 月 日

地籍調査負担金

○○
市 町 村 営

その他
○○○○組合

地 籍 調 査 費
負 担 金 合 計

耐用年数については 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 （昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間とする 。、 」



第６号様式の２（第十一条関係）
番 号
平成 年 月 日

山梨県知事 殿

負担金交付対象事業者の名称及び住所並びに
その代表者の氏名

印

財産処分承認申請書

平成 年度山梨県地籍調査事業負担金に係る事業により取得した財産を、次のとおり
処分したいので、山梨県地籍調査事業負担金交付要綱第十一条第２項の規程に基づき、申
請します。

１ 処分しようとする財産の明細

２ 処分の内容

３ 処分しようとする理由

４ その他必要な書類


